
資 産 の 部  負 債 及 び 純 資 産 の 部  
科　　　　　目 金　額 科　　　　　目 金　額 

固 定 資 産 
電 気 事 業 固 定 資 産  
水 力 発 電 設 備  
汽 力 発 電 設 備  
原 子 力 発 電 設 備  
内 燃 力 発 電 設 備  
新エネルギー等発電設備 
送 電 設 備  
変 電 設 備  
配 電 設 備  
業 務 設 備  
その他の電気事業固定資産 

そ の 他 の 固 定 資 産  
固 定 資 産 仮 勘 定  
建設仮勘定及び除却仮勘定 

核 燃 料  
装 荷 核 燃 料  
加 工 中 等 核 燃 料  
投 資 そ の 他 の 資 産  
長 期 投 資  
使用済燃料再処理等積立金 
繰 延 税 金 資 産  
そ の 他  
貸 倒 引 当 金（貸 方） 

流 動 資 産 
現 金 及 び 預 金  
受取手形及び売掛金  
た な 卸 資 産  
繰 延 税 金 資 産  
そ の 他  
貸 倒 引 当 金（貸 方） 

３，７７６，２３１ 
２，４７９，４４４ 
３１１，５８９ 
２３３，３６４ 
２３９，２５８ 
２２，３０４ 
１４，５６１ 
６５９，７５３ 
２４７，０４１ 
６１５，７５２ 
１２８，１９５ 
７，６２３ 

３１０，５３１ 
２４７，０７７ 
２４７，０７７ 
２６９，６６３ 
５７，４３３ 
２１２，２３０ 
４６９，５１３ 
１０４，４７３ 
１６７，７６９ 
１１９，７０８ 
７８，６１５ 

△  　１，０５４ 
２７７，９６１ 
６９，８１３ 
９６，０３３ 
６３，８４５ 
１６，５６７ 
３２，７８０ 

△  　１，０７９ 

固 定 負 債 
社 債  
長 期 借 入 金  
退 職 給 付 引 当 金  
使用済燃料再処理等引当金 
使用済燃料再処理等準備引当金 
原子力発電施設解体引当金 
繰 延 税 金 負 債  
そ の 他  

流 動 負 債 
１年以内に期限到来の固定負債 
短 期 借 入 金  
支払手形及び買掛金  
未 払 税 金  
そ の 他  

負 債 合 計  
 
 
 
 
株 主 資 本 
資 本 金  
資 本 剰 余 金  
利 益 剰 余 金  
自 己 株 式  

評 価 ・換算差額等 
その他有価証券評価差額金 
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  
為 替 換 算 調 整 勘 定  

少 数 株 主 持 分  
純 資 産 合 計  

２，４３２，９０４ 
１，２１１，５０３ 
５０８，０９４ 
１４１，６９９ 
３５０，７８０ 
１８，４３９ 
１６４，９３１ 

１６ 
３７，４３９ 
５３２，２２１ 
１７７，３２０ 
１１１，８８６ 
４７，９６４ 
４１，９１２ 
１５３，１３７ 
２，９６５，１２６ 

 
 
 
 

１，０５４，８１９ 
２３７，３０４ 
３１，１４０ 
７８８，５３８ 

△  　２，１６４ 
１６，９７３ 
１６，３８２ 
１，８７９ 

△  　１，２８９ 
１７，２７３ 

１，０８９，０６６ 

４，０５４，１９２ 合　　　　　　　　　　　計 ４，０５４，１９２ 合　　　　　　　　　　　計 

百万円 

（平成２２年３月３１日現在） 

連 結 貸 借 対 照 表  

百万円 
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（　　　　　） 
費 用 の 部  収 益 の 部  

科　　　　　目 金　額 科　　　　　目 金　額 

営 業 費 用  

電 気 事 業 営 業 費 用  

その他事業営業費用  

営 業 利 益  

営 業 外 費 用  

支 払 利 息  

そ の 他  

 

 

当 期 経 常 費 用 合 計  

当 期 経 常 利 益  

税金等調整前当期純利益  

法 人 税 等  

法 人 税 等  

法 人 税 等 調 整 額  

少 数 株 主 利 益  

当 期 純 利 益  

１，３４５，２１４ 

１，２２０，５３６ 

１２４，６７７ 

９９，７２７ 

４３，４４７ 

３５，２９２ 

８，１５５ 

 

 

１，３８８，６６１ 

６７，６１０ 

６７，６１０ 

２５，４０４ 

２９，６４５ 

△ 　４，２４１ 

３９２ 

４１，８１２ 

営 業 収 益  

電 気 事 業 営 業 収 益  

その他事業営業収益  

 

営 業 外 収 益  

受 取 配 当 金  

受 取 利 息  

持分法による投資利益 

そ の 他  

当 期 経 常 収 益 合 計  

１，４４４，９４１ 

１，３１０，０８５ 

１３４，８５６ 

 

１１，３３０ 

２，６１１ 

２，７１２ 

１，９７９ 

４，０２６ 

１，４５６，２７１ 

百万円 

平成２１年４月１日から 
平成２２年３月３１日まで 

 

連 結 損 益 計 算 書  

百万円 

（　　　　　） 
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連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書  

（　　　　　） 平成21年 4 月 1 日から 
平成22年 3 月31日まで 

当 連 結 会 計 年  
度 変 動 額 合 計  

当 連 結 会 計  
年 度 末 残 高  

株主資本以外の項目の当該連
結会計年度変動額（純額） 

当 期 純 利 益  

自 己 株 式 の 処 分  

自 己 株 式 の 取 得  

剰 余 金 の 配 当 

前 連 結 会 計  
年 度 末 残 高  

当 連 結 会 計  
年 度 変 動 額  

 

 

 

 

 

 

237,304 31,146

5

775,130 1,999

35

△ 

199△ 

1,041,582 13,099 1,392 1,341△ 13,150 17,642 1,072,374

株主資本 
合計 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 

28,405 28,405 28,405

41,812 41,812 41,812

199

△ △ 

△ 199

29 29

3,283 3,822 368 3,454

△ 

△ 

△ 

16,691△ － 5 13,407 164 13,237 3,283 3,822 368

237,304 31,140 788,538 2,164

487

487

51

51△ 

△ 1,054,819 16,382 1,879 1,289△ 16,973 17,273 1,089,066

純資産 
合計 利益 

剰余金 
資本 
剰余金 

資本金 自己株式 
その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延 
ヘッジ 
損益 

評価・換算差額等 株主資本 

（単位　百万円） 

 

△ 

△ 
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〔連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記〕 

 1 　連結の範囲に関する事項 
! 連結子会社の数　　34社 
　 主要な連結子会社の名称 

九州通信ネットワーク株式会社 
株式会社キューデン・インターナショナル 
大分エル・エヌ・ジー株式会社 
北九州エル・エヌ・ジー株式会社 
株式会社キャピタル・キューデン 
株式会社電気ビル 
長島ウインドヒル株式会社 
株式会社福岡エネルギーサービス 
ニシム電子工業株式会社 
株式会社キューキ 
西日本プラント工業株式会社 
九州高圧コンクリート工業株式会社 
九電産業株式会社 
九電ビジネスソリューションズ株式会社 
株式会社アール・ケー・ケー・コンピューター・サービス 
西日本技術開発株式会社 
九電不動産株式会社 
九州計装エンジニアリング株式会社 
パシフィック・ホープ・シッピング・リミテッド 

　 連結の範囲の変更 
連結子会社のうち、1キューデン・エコソルについては、当連結会計年度において新たに設立したことにより、
当連結会計年度から連結の範囲に含めている。 

@ 主要な非連結子会社の名称等 
株式会社ジェイ・リライツ 
キューデン・イリハン・ホールディング・コーポレーション 
連結の範囲から除外した非連結子会社は、その総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等の規模からみて、
これらを連結の範囲から除いても連結計算書類に及ぼす影響に重要性が乏しい。 

連 結 注 記 表 

（　　　　　） 平成21年 4 月 1 日から 
平成22年 3 月31日まで 
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 2 　持分法の適用に関する事項 
! 持分法適用非連結子会社の数　　18社 
　 持分法適用関連会社の数　　　　13社 
　 主要な持分法適用会社の名称 

戸畑共同火力株式会社 
株式会社九電工 
大分共同火力株式会社 
株式会社キューヘン 
誠新産業株式会社 
株式会社九建 
エレクトリシダ・アギラ・デ・トゥクスパン社 
エレクトリシダ・ソル・デ・トゥクスパン社 

　持分法の適用の範囲の変更 
持分法適用会社のうち、メディカルサポート九州1については、当連結会計年度において清算を結了したことに
より、持分法適用の対象から除外している。 

@ 持分法を適用しない関連会社のうち主要な会社等の名称等 
フーミー 3 ・ＢＯＴ・パワー・カンパニー 
株式会社コアラ 
持分法を適用していない関連会社は、当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体とし
てもその影響に重要性が乏しい。 

# 他の会社等の議決権の20％以上、50％以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず関連会社としなかっ
た当該他の会社等の名称等 
株式会社博多ステーションビル 
株式会社エフ・オー・デー 
株式会社福岡放送 
株式会社スリーイン 
株式会社天神ビル 
九州メンテナンス株式会社 
株式会社キューキエンジニアリング 
以上の会社は、出資目的及び取引の状況などの実態から、重要な影響を与えることはできないため、関連会社に
含めていない。 

$ 持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項 
持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、当該会社の事業年度に係る計算書類を使
用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っている。 
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 3 　会計処理基準に関する事項 
! 重要な資産の評価基準及び評価方法 
ア　長期投資のうち有価証券 

満期保有目的の債券は償却原価法によっている。 
その他有価証券のうち時価のあるものは、連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産
直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）、時価のないものは移動平均法による原価法によ
っている。 

イ　たな卸資産 
おおむね総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）に
よっている。 

@ 重要な減価償却資産の減価償却の方法 
有形固定資産はおおむね定率法によっている。 

# 重要な引当金の計上基準 
ア　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の
見込額に基づき計上している。 
なお、当連結会計年度から「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その 3 ）（企業会計基準第19号　平成20年
　7 月31日）を適用している。 
この変更による損益に与える影響はない。 

イ　使用済燃料再処理等引当金は、使用済燃料の再処理等の実施に要する費用に充てるため、再処理等を行う具体
的な計画を有する使用済燃料の再処理等の実施に要する費用の見積額（日本原燃株式会社で再処理等を行うも
のについては再処理等の実施に要する費用の見積額を1.3％で割引いた額、それ以外のものについては当連結
会計年度末における要支払額）のうち、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上する方
法によっている。 
平成17年度の引当金計上基準変更に伴い生じた差異のうち、電気事業会計規則附則（平成17年経済産業省令第
92号）第 2 条に定める金額については、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て
及び管理に関する法律」（平成17年法律第48号）附則第 3 条第 1 項及び第 3 項に基づき、見積額の変更を行っ
ており、平成20年度期首における未認識の引当金計上基準変更時差異（90,977百万円）について、平成20年度
から12年間にわたり毎期均等額を営業費用として計上することとしている。 
電気事業会計規則取扱要領第81による当連結会計年度末における見積差異（△8,889百万円）については、同
要領に基づき翌連結会計年度から再処理等を行う具体的な計画を有する使用済燃料の発生期間にわたり営業費
用として計上することとしている。 

ウ　使用済燃料再処理等準備引当金は、使用済燃料の再処理等の実施に要する費用に充てるため、再処理等を行う
具体的な計画を有しない使用済燃料の再処理等の実施に要する費用の見積額（割引率4.0％）のうち、当連結
会計年度末において発生していると認められる額を計上する方法によっている。 
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エ　原子力発電施設解体引当金は、原子力発電施設の解体に要する費用に充てるため、原子力発電施設解体費の総
見積額を基準とする額を原子力の発電実績に応じて計上している。 

$ その他連結計算書類作成のための重要な事項 
消費税等の会計処理 
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。 

 4 　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 
連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法によっている。 

 5 　連結計算書類作成のための基本となる重要な事項の変更 
! 完成工事高及び完成工事原価の計上基準 
請負工事に係る収益の計上基準については、当連結会計年度から「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第
15号　平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号　平成19
年12月27日）が適用されたことに伴い、当連結会計年度に着手した工事契約から、当連結会計年度末までの進捗部
分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、そ
の他の工事については工事完成基準を適用している。 
この変更による売上高（営業収益）及び損益に与える影響は軽微である。 

@ 表示方法の変更 
（連結貸借対照表） 
電気事業会計規則の改正により、当連結会計年度から風力発電、太陽光発電、地熱発電、バイオマス発電、廃棄物
発電に係る設備を、「新エネルギー等発電設備」として区分することとなった。 
これにより、前連結会計年度まで「水力発電設備」及び「汽力発電設備」に含めて表示していた風力発電、地熱発
電に係る設備を、当連結会計年度から「新エネルギー等発電設備」として表示している。 

 
 
〔連結貸借対照表に関する注記〕 

 1 　担保資産及び担保付債務 
! 当社の総財産は、社債及び株式会社日本政策投資銀行借入金の一般担保に供している。 

社債 
社債未償還残高　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,281,502百万円 
債務履行引受契約に係る社債　　　　　　　　　　　　　 70,000百万円 
株式会社日本政策投資銀行からの借入金　　　　　　　　　140,788百万円 

@ 連結子会社の担保に供している資産 
その他の固定資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　68,766百万円 
その他（投資その他の資産）　　　　　　　　　　　　　　　24,832百万円 
現金及び預金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1,088百万円 
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# 連結子会社の担保付債務 
株式会社日本政策投資銀行ほかからの借入金　　　　　　　33,359百万円 

 2 　有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　　　　　6,206,031百万円 
 3 　たな卸資産 

商品及び製品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   4,796百万円 
仕掛品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　10,676百万円 
原材料及び貯蔵品　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　48,373百万円 

 4 　保証債務等 
! 社債及び金融機関からの借入金に対する保証債務 

日本原燃株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　97,481百万円 
従業員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80,878百万円 
セノコ・エナジー社　　　　　　　　　　　　　　　　　 　4,335百万円 
エレクトリシダ・アギラ・デ・トゥクスパン社　　　　　　　2,550百万円 
大唐中日（赤峰）新能源有限公司　　　　　　　　　　　　　1,254百万円 
エレクトリシダ・ソル・デ・トゥクスパン社　　　　　　　　  564百万円 

@ 通貨スワップ契約に対する保証債務 
セノコ・エナジー社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,939百万円

# 売電契約の履行に対する保証債務 
エレクトリシダ・アギラ・デ・トゥクスパン社　　　　　　  　940百万円 
エレクトリシダ・ソル・デ・トゥクスパン社　　　　　　　  　940百万円 

$ 金融機関からの借入金に対する保証予約債務 
原燃輸送株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　57百万円 

% 割賦代金支払いに対する保証債務 
株式会社ファーストエスコ　　　　　　　　　　　　　　　　2,214百万円 

^ 社債の債務履行引受契約に係る偶発債務 
第329回社債（引受先　株式会社みずほコーポレート銀行）　30,000百万円 
第339回社債（引受先　株式会社みずほコーポレート銀行）　40,000百万円 
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〔連結株主資本等変動計算書に関する注記〕 

１　当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数 
普通株式　474,183,951株 

２　剰余金の配当に関する事項 
! 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項 

 
 
 
 
 
 
 

@ 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項
平成22年 6 月29日開催の定時株主総会において、次のとおり付議する予定である。 

 
 
 
 
 
〔金融商品に関する注記〕 

１　金融商品の状況に関する事項 
当社グループは、主に電気事業の設備資金、借入金返済及び社債償還資金に充当するため、必要な資金（主に社
債発行や銀行借入）を調達している。 
長期投資のうち有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の
変動リスクに晒されているが、定期的に時価や発行会社の財務状況を把握している。 
使用済燃料再処理等積立金は、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生じる使用済燃料の再処理等を適正に実施
するために「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律」（平成
17年 5 月20日法律第48号）に基づき拠出した金銭である。 
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されている。当該リスクに関しては、当社は、電
気供給約款に従いお客さまごとに期日及び残高を管理するとともに、回収懸念の早期把握や軽減を図っている。 
当社は、外貨建債務に係る為替相場の変動リスク及び燃料輸入代金債務に係る燃料価格変動リスクを低減する目
的で、為替予約取引及び通貨スワップ取引、燃料価格スワップ取引を利用している。一部の連結子会社は、金融
負債に係る金利変動リスクを低減する目的で、金利スワップ取引を利用している。なお、これらの取引について
は、社内規程等に基づいて、執行箇所及び管理箇所を定めて実施しており、短期的な売買差益を獲得する目的や
投機目的のための取引は行わない方針である。 

決 議  株式の種類 効力発生日 基 準 日  配当金の総額 
（百万円） 

 1 株当たり 
配当額（円） 

普通株式 14,203 30 平成21年 3 月31日 平成21年 6 月29日 平成21年 6 月26日 
定時株主総会 

普通株式 14,202 30 平成21年 9 月30日 平成21年11月30日 平成21年10月28日 
取締役会 

計 28,405

決 議  株式の種類 効力発生日 基 準 日  配当金の総額 
（百万円） 

 1 株当たり 
配当額（円） 

普通株式 14,200 30 平成22年 3 月31日 

配当の原資 

利益剰余金 平成22年 6 月30日 平成22年 6 月29日 
定時株主総会 
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２　金融商品の時価等に関する事項 
当連結会計年度末における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（＊１）長期投資のうち、満期保有目的の債券及びその他有価証券を表示している。 

なお、その他有価証券には、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含めていない。（（注 2）参照） 
（＊２）社債、長期借入金には、１年以内に期限到来の固定負債をそれぞれ含めて表示している。 
（＊３）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示している。 

（注１）金融商品の時価の算定方法 
! 長期投資 

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から
提示された価格等によっている。 

@ 使用済燃料再処理等積立金 
特定実用発電用原子炉の運転に伴って生じる使用済燃料の再処理等を適正に実施するために「原子力発
電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律」（平成17年 5 月20日
法律第48号）に基づき拠出した金銭である。 
取戻しにあたっては、経済産業大臣が承認した使用済燃料再処理等積立金の取戻しに関する計画に従う
必要があり、帳簿価額は、当連結会計年度末における当該計画の将来取戻し予定額の現価相当額に基づ
いていることから、時価は当該帳簿価額によっている。 

# 現金及び預金、並びに$ 受取手形及び売掛金 
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。 

時　　　価 連結貸借対照表計上額 差　　　額 

（単位：百万円） 

資産 
　! 長期投資（＊１） 
① 満期保有目的の債券 
② その他有価証券 
　@ 使用済燃料再処理等積立金 
　# 現金及び預金 
　$ 受取手形及び売掛金 

 
 

7,074 
42,505 
167,769 
69,813 
96,033

 
 

6,392 
42,505 
167,769 
69,813 
96,033

 
 

△     681 
－   
－   
－   
－  

負債 
　% 社債（＊２） 
　̂ 長期借入金（＊２） 
　& 短期借入金 
　* 支払手形及び買掛金 
　( 未払税金 

 
1,281,453 
611,385 
111,886 
47,964 
41,912

 
1,328,114 
634,543 
111,886 
47,964 
41,912

 
46,660 
23,158 
－   
－   
－  

（１０）デリバティブ取引（＊３） 3,126 3,126 －  
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% 社債 
当社の発行する社債の時価は、市場価格によっている。外貨建社債は為替予約等の振当処理の対象とさ
れており（下記（１０）参照）、円貨建固定利付社債とみて、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信
用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定している。 

^ 長期借入金 
長期借入金のうち、固定金利によるものの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行
った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定している。変動金利によるものは、短期間
で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額
と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっている。金利スワップの特例処理の対象とされ
た変動金利の長期借入金（下記（１０）参照）については、当該金利スワップと一体として処理された元利
金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定して
いる。 

& 短期借入金、* 支払手形及び買掛金、並びに( 未払税金 
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。 

（１０）デリバティブ取引 
取引先金融機関から提示された価格によっている。為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象と
されている外貨建社債と一体として処理されているため、その時価は、当該社債の時価に含めて記載し
ている。（上記%参照）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と
一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している。（上記^

参照） 

（注２）非上場株式（連結貸借対照表計上額35,696百万円）及び出資証券（連結貸借対照表計上額1,229百万円）は、
市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるものであるため、「上記!②その他有価証券」には含めていない。 

 
 
〔１株当たり情報に関する注記〕 

　　 1 株当たり純資産額　　   2,265円59銭 
　　 1 株当たり当期純利益　　    88円38銭 
 
 
〔その他の注記〕 

連結計算書類の用語、様式及び作成方法については、「会社計算規則」（平成18年法務省令第13号）に準拠し、
「電気事業会計規則」（昭和40年通商産業省令第57号）に準じて作成している。 
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（平成２２年３月３１日現在） 

貸 借 対 照 表  

資 産 の 部  負 債 及 び 純 資 産 の 部  
科　　　　　目 金　額 科　　　　　目 金　額 

固 定 資 産 
電 気 事 業 固 定 資 産  
水 力 発 電 設 備  
汽 力 発 電 設 備  
原 子 力 発 電 設 備  
内 燃 力 発 電 設 備  
新エネルギー等発電設備 
送 電 設 備  
変 電 設 備  
配 電 設 備  
業 務 設 備  
休 止 設 備  
貸 付 設 備  

附 帯 事 業 固 定 資 産  
事 業 外 固 定 資 産  
固 定 資 産 仮 勘 定  
建 設 仮 勘 定  
除 却 仮 勘 定  

核 燃 料  
装 荷 核 燃 料  
加 工 中 等 核 燃 料  

投 資 そ の 他 の 資 産  
長 期 投 資  
関 係 会 社 長 期 投 資  
使用済燃料再処理等積立金 
長 期 前 払 費 用  
繰 延 税 金 資 産  
貸 倒 引 当 金（貸 方） 

流 動 資 産  
現 金 及 び 預 金  
売 掛 金  
諸 未 収 入 金  
貯 蔵 品  
前 払 費 用  
関 係 会 社 短 期 債 権  
繰 延 税 金 資 産  
雑 流 動 資 産  
貸 倒 引 当 金（貸 方） 

３，５７６，５３１ 
２，５１４，２１９ 
３１２，６９４ 
２３６，２０６ 
２４１，２６５ 
２２，９４９ 
１４，６７８ 
６６６，７８１ 
２５１，１７６ 
６２９，７４２ 
１３１，０９９ 
１，８４３ 
５，７８２ 
４１，８６７ 
８，１５２ 

２４６，８２３ 
２４３，９０８ 
２，９１５ 

２６９，６６３ 
５７，４３３ 
２１２，２３０ 
４９５，８０４ 
８８，６２０ 
１３４，０５６ 
１６７，７６９ 
４，１８３ 

１０１，７９２ 
△   　　６１８ 
２００，０３７ 
４１，６８０ 
７３，１９９ 
１２，３６６ 
４７，１３５ 
６２７ 
２，１６５ 
１１，４４０ 
１２，１３３ 

△   　　７１０ 

固 定 負 債 
社 債  
長 期 借 入 金  
長 期 未 払 債 務  
リ ー ス 債 務  
関 係 会 社 長 期 債 務  
退 職 給 付 引 当 金  
使用済燃料再処理等引当金 
使用済燃料再処理等準備引当金 
原子力発電施設解体引当金 
雑 固 定 負 債  

流 動 負 債 
１年以内に期限到来の固定負債 
短 期 借 入 金  
買 掛 金  
未 払 金  
未 払 費 用  
未 払 税 金  
預 り 金  
関 係 会 社 短 期 債 務  
諸 前 受 金  
雑 流 動 負 債  

負 債 合 計  
 
株 主 資 本 
資 本 金  
資 本 剰 余 金  
資 本 準 備 金  
そ の 他 資 本 剰 余 金  

利 益 剰 余 金  
利 益 準 備 金  
そ の 他 利 益 剰 余 金  
海外投資等損失準備金 
原価変動調整積立金  
別 途 積 立 金  
繰 越 利 益 剰 余 金  

自 己 株 式  
評 価 ・ 換 算 差 額 等 
その他有価証券評価差額金 
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

純 資 産 合 計  

２，３１５，２０７ 
１，２１２，５５３ 
４２４，５３３ 
１１，３４８ 
１，３２９ 
３，１４７ 

１２４，２２４ 
３５０，７８０ 
１８，４３９ 
１６４，９３１ 
３，９１９ 

４７７，２５２ 
１５５，３６２ 
１０４，６００ 
３０，０７４ 
３１，８１６ 
６４，４９２ 
３５，８９７ 
１，３８３ 
４４，０５０ 
７，５８６ 
１，９８９ 

２，７９２，４６０ 
 

９６６，６３０ 
２３７，３０４ 
３１，１１７ 
３１，０８７ 
２９ 

７００，１７６ 
５９，３２６ 
６４０，８４９ 

１０ 
１００，３００ 
４５６，０００ 
８４，５３９ 

△　    １，９６８ 
１７，４７８ 
１５，４８１ 
１，９９７ 

９８４，１０９ 

３，７７６，５６９ 合　　　　　　　　　　　計 ３，７７６，５６９ 合　　　　　　　　　　　計 

百万円 百万円 
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（　　　　　） 
費 用 の 部  収 益 の 部  

科　　　　　目 金　額 科　　　　　目 金　額 

営 業 費 用  
電 気 事 業 営 業 費 用  
水 力 発 電 費  
汽 力 発 電 費  
原 子 力 発 電 費  
内 燃 力 発 電 費  
新エネルギー等発電費 
地 帯 間 購 入 電 力 料  
他 社 購 入 電 力 料  
送 電 費  
変 電 費  
配 電 費  
販 売 費  
休 止 設 備 費  
貸 付 設 備 費  
一 般 管 理 費  
電 源 開 発 促 進 税  
事 業 税  
電力費振替勘定（貸方） 

附 帯 事 業 営 業 費 用  
空 調 事 業 営 業 費 用  
光ファイバ心線貸し事業営業費用 
ガス供給事業営業費用 
その他附帯事業営業費用 

営 業 利 益  
営 業 外 費 用  
財 務 費 用  
支 払 利 息  
株 式 交 付 費  
社 債 発 行 費  

事 業 外 費 用  
固 定 資 産 売 却 損  
雑 損 失  

 
当 期 経 常 費 用 合 計  
当 期 経 常 利 益  
税 引 前 当 期 純 利 益  
法 人 税 等  

法 人 税 等  
法 人 税 等 調 整 額  

当 期 純 利 益  

１，２５４，８９７ 
１，２２９，１５４ 
４３，４１９ 
２７６，８２１ 
２２２，３９２ 
２３，５５８ 
９，７３１ 
２８１ 

１１３，３８６ 
８６，１０４ 
４４，９４４ 
１５０，８９２ 
５９，１２３ 
１，４２０ 
４２ 

１５０，０９８ 
３１，４８３ 
１５，５４２ 

△　　　８８ 
２５，７４３ 
２，７０２ 
１１，５９４ 
１１，０４５ 
４００ 

８４，９１０ 
４１，９６６ 
３３，３４２ 
３３，１４５ 

－ 
１９６ 
８，６２３ 
７８ 

８，５４５ 
 

１，２９６，８６３ 
５０，３５６ 
５０，３５６ 
２２，０４８ 
２４，６１９ 

△　 ２，５７１ 
２８，３０７ 

営 業 収 益  
電 気 事 業 営 業 収 益  
電 灯 料  
電 力 料  
地 帯 間 販 売 電 力 料  
他 社 販 売 電 力 料  
託 送 収 益  
事 業 者 間 精 算 収 益  
電 気 事 業 雑 収 益  
貸 付 設 備 収 益  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附 帯 事 業 営 業 収 益  
空 調 事 業 営 業 収 益  
光ファイバ心線貸し事業営業収益 
ガス供給事業営業収益 
その他附帯事業営業収益 
 

営 業 外 収 益  
財 務 収 益  
受 取 配 当 金  
受 取 利 息  

 
事 業 外 収 益  
固 定 資 産 売 却 益  
為 替 差 益  
雑 収 益  

当 期 経 常 収 益 合 計  

１，３３９，８０７ 
１，３１２，１０３ 
５６６，４１３ 
７２６，７４８ 
７３８ 
３，４１４ 
１，７３０ 
２，６２０ 
９，９７８ 
４５９ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２７，７０４ 
３，２５５ 
１０，７１０ 
１２，７４５ 
９９１ 
 

７，４１２ 
４，７２３ 
１，９０１ 
２，８２１ 

 
２，６８９ 
２１９ 
４０９ 
２，０６０ 

１，３４７，２２０ 

百万円 

平成２１年４月１日から 
平成２２年３月３１日まで 

 

損 益 計 算 書  

百万円 

（　　　　　） 
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株 主 資 本 等 変 動 計 算 書  

（　　　　　） 平成２１年４月１日から 
平成２２年３月３１日まで 

当 事 業 年 度  
変 動 額 合 計  

株主資本以外の項目の 
当該事業年度変動額（純額） 

当事業年度末残高 

自己株式の取得  

当 期 純 利 益  

剰 余 金 の 配 当 

当事業年度変動額 

前事業年度末残高 

984,10917,4781,99715,481966,6301,968700,17684,539456,000100,30059,32631,1172931,087237,304 △ 

2,5692,8374772,35926716497108－ － － 55－ － △ △ △ △ 

2,8372,8374772,359

29293555

199199199 △ △ △ 

28,30728,30728,30728,307

28,40528,40528,40528,405 △ △ △ △ 

－ 

10

10

10

海外投資等損失 
準 備 金 の 積 立  

－ － － 10

981,53914,6411,51913,121966,8971,803700,27384,647456,000100,30059,32631,1233531,087237,304 △ 

自己株式の処分  

原価変動 
調整積立金 

その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延 
ヘッジ 
損益 

評価・換算 
差額等合計 

株主資本 
合計 

純資産 
合計 

別途 
積立金 

利益 
準備金 

資本 
準備金 

資本金 
自己 
株式 

利益 
剰余金 
合計 

資本 
剰余金 
合計 

その他 
資本 
剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益 
剰余金 

評価・換算差額等 

利益剰余金 資本剰余金 

株主資本 

（単位　百万円） 

△ △ 

△ △ 

海外投資等 
損失準備金 

△ 
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〔重要な会計方針に係る事項に関する注記〕 

 1 　資産の評価基準及び評価方法 

! 長期投資及び関係会社長期投資のうち有価証券 

満期保有目的の債券は償却原価法によっている。 

子会社株式及び関連会社株式は移動平均法による原価法によっている。 

その他有価証券のうち時価のあるものは、決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法により算定）、時価のないものは移動平均法による原価法によっている。 

@ 貯蔵品のうち燃料及び一般貯蔵品 

総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっている。 

 2 　固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産は定率法によっている。 

 3 　引当金の計上基準 

! 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき

計上している。 

なお、当期から「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その 3）（企業会計基準第19号　平成20年 7 月31日）を適用

している。 

この変更による損益に与える影響はない。 

@ 使用済燃料再処理等引当金は、使用済燃料の再処理等の実施に要する費用に充てるため、再処理等を行う具体的な

計画を有する使用済燃料の再処理等の実施に要する費用の見積額（日本原燃株式会社で再処理等を行うものについ

ては再処理等の実施に要する費用の見積額を1.3％で割引いた額、それ以外のものについては当期末における要支

払額）のうち、当期末において発生していると認められる額を計上する方法によっている。 

平成17年度の引当金計上基準変更に伴い生じた差異のうち、電気事業会計規則附則（平成17年経済産業省令第92号）

第 2 条に定める金額については、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に

関する法律」（平成17年法律第48号）附則第 3 条第 1 項及び第 3 項に基づき、見積額の変更を行っており、平成20

年度期首における未認識の引当金計上基準変更時差異（90,977百万円）について、平成20年度から12年間にわたり

毎期均等額を営業費用として計上することとしている。 

電気事業会計規則取扱要領第81による当期末における見積差異（△8,889百万円）については、同要領に基づき翌期

から再処理等を行う具体的な計画を有する使用済燃料の発生期間にわたり営業費用として計上することとしている。 

個 別 注 記 表  

（　　　　　） 平成21年 4 月 1 日から 
平成22年 3 月31日まで 
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# 使用済燃料再処理等準備引当金は、使用済燃料の再処理等の実施に要する費用に充てるため、再処理等を行う具体

的な計画を有しない使用済燃料の再処理等の実施に要する費用の見積額（割引率4.0％）のうち、当期末において

発生していると認められる額を計上する方法によっている。 

$ 原子力発電施設解体引当金は、原子力発電施設の解体に要する費用に充てるため、原子力発電施設解体費の総見積

額を基準とする額を原子力の発電実績に応じて計上している。 

 4 　消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。 

 5 　表示方法の変更 

（貸借対照表及び損益計算書） 

電気事業会計規則の改正により、当期から風力発電、太陽光発電、地熱発電、バイオマス発電、廃棄物発電に係る

設備及び費用を、「新エネルギー等発電設備」、「新エネルギー等発電費」として区分することとなった。 

これにより、前期まで「水力発電設備」及び「汽力発電設備」に含めて表示していた風力発電、地熱発電に係る設

備を、当期から「新エネルギー等発電設備」として、また、「水力発電費」及び「汽力発電費」に含めて表示して

いた風力発電、地熱発電に係る費用を、「新エネルギー等発電費」として表示している。 

 

 
〔貸借対照表に関する注記〕 

 1 　当社の総財産は、社債及び株式会社日本政策投資銀行借入金の一般担保に供している。 
社債 
社債未償還残高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,282,602百万円 
債務履行引受契約に係る社債　　　　　　　　　　　　　　 70,000百万円 
株式会社日本政策投資銀行からの借入金　　　　　　　　　　140,788百万円 

 2 　有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　　　　　　5,831,786百万円 
 3 　保証債務等 
! 社債及び金融機関からの借入金に対する保証債務 

日本原燃株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　97,481百万円 
従業員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　80,863百万円 
セノコ・エナジー社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,335百万円 
長島ウインドヒル株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　3,147百万円 
エレクトリシダ・アギラ・デ・トゥクスパン社　　　　　　　　2,550百万円 
大唐中日（赤峰）新能源有限公司　　　　　　　　　　　　　　1,254百万円 
エレクトリシダ・ソル・デ・トゥクスパン社　　　　　　　　　  564百万円 

@ 通貨スワップ契約に対する保証債務 
セノコ・エナジー社　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　2,939百万円 
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# 売電契約の履行に対する保証債務 
エレクトリシダ・アギラ・デ・トゥクスパン社　　　　　　　  　940百万円 
エレクトリシダ・ソル・デ・トゥクスパン社　　　　　　　　  　940百万円 

$ 金融機関からの借入金に対する保証予約債務 
原燃輸送株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　57百万円 

% 社債の債務履行引受契約に係る偶発債務 
第329回社債（引受先　株式会社みずほコーポレート銀行）　　30,000百万円 
第339回社債（引受先　株式会社みずほコーポレート銀行）　　40,000百万円 

 4 　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 
長期金銭債権　49,390百万円 
短期金銭債権 　2,327百万円 
長期金銭債務 　3,147百万円 
短期金銭債務　45,182百万円 

 5 　損益計算書に記載されている附帯事業に係る固定資産の金額 
空調事業　　　　　　　　専用固定資産　　　　　　　　　　   8,351百万円 
　　　　　　　　　　　　他事業との共用固定資産の配賦額　　 　8百万円 
　　　　　　　　　　　　合計額　　　　　　　　　　　　　   8,359百万円 
光ファイバ心線貸し事業　専用固定資産　　　　　　　　　　 27,867百万円 
　　　　　　　　　　　　他事業との共用固定資産の配賦額 　2,772百万円 
　　　　　　　　　　　　合計額　　　　　　　　　　　　　30,640百万円 
ガス供給事業　　　　　　他事業との共用固定資産の配賦額　　　－百万円 

 

 
〔損益計算書に関する注記〕 

   　関係会社との営業取引による取引高の総額 
費用　158,844百万円、収益　26,916百万円 

関係会社との営業取引以外の取引高の総額 
1,009百万円 

 

 
〔株主資本等変動計算書に関する注記〕 

当期末日における自己株式数　　835,566株 
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〔税効果会計に関する注記〕 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳（平成22年 3 月31日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔リースにより使用する固定資産に関する注記〕 

貸借対照表に計上した固定資産のほか、業務設備等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約に

より使用している。 

 

〔関連当事者との取引に関する注記〕 

　　関連会社等 

 

 

 

 
（注）1 　取引金額及び期末残高には消費税等が含まれている。 

 2 　取引条件及び取引条件の決定方針等 

市況、原価等を勘案して適正価格で契約している。 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円） 
繰延税金資産 
退職給付引当金　　　　　　　　　　　　　　　　　44,845 
減価償却限度超過額　　　　　　　　　　　　　　　32,091 
原子力発電施設解体引当金損金算入限度超過額　　　 15,024 
使用済燃料再処理等引当金損金算入限度超過額　　　 14,623 
使用済燃料再処理等準備引当金　　　　　　　　　 　6,656 
繰延資産償却限度超過額　　　　　　　　　　　　 　4,953 
その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24,090 
繰延税金資産小計　　　　　　　　　　　　　　　　 142,285 
評価性引当額　　　　　　　　　　　　　　　　　 △ 18,830 
繰延税金資産合計　　　　　　　　　　　　　　　　 123,455 
繰延税金負債 
その他有価証券評価差額金　　　　　　　　　　　△  8,745 
繰延ヘッジ損益　　　　　　　　　　　　　　　　△  1,402 
その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△ 　73 
繰延税金負債合計　　　　　　　　　　　　　　　　△ 10,222 
繰延税金資産の純額　　　　　　　　　　　　　　　 113,232

種類 取引の内容 

関連 
会社 

会社等の 
名称　　 

株式会社 
九電工　 

事業の内容 

電気工事及び　 
電気通信工事等 

関連当事者 
との関係　 

電気工事の委託 
役員の兼任　　 

取引金額 
（百万円） 

42,014 関係会社 
短期債務 

期末残高 
（百万円） 

5,212配電建設工事 
の委託等　　 

議決権等の所有 
（被所有）割合（％） 
所有 
直接　30.3 
間接　  0.2

科　目 
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〔１株当たり情報に関する注記〕 

 1 株当たり純資産額　　   2,079円04銭 

 1 株当たり当期純利益　　    59円80銭 

 

〔その他の注記〕 

「電気関係報告規則等の一部を改正する省令」（平成22年 3 月31日経済産業省令第20号）により電気事業会計規則

が改正されたため、当期の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表は、改正後の電気事業

会計規則に基づいて作成している。 
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　当監査法人は、会社法第444条第 4 項の規定に基づき、九州電力株式会社の平成21年 4 月 1 日から平成

22年 3 月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株

主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。この連結計算書類の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。 

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求

めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者

によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することを含んでいる。当

監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して、九州電力株式会社及び連結子会社から成る企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び

損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以　上　 

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本 

独立監査人の監査報告書 

九州電力株式会社 
　取 締 役 会 　 御 中  

平成22年 5 月14日 

公認会計士　伯 川 志 郎  

公認会計士　内 藤 真 一  

公認会計士　野 澤 　 啓  

◯印 

◯印 

◯印 

有限責任監査法人　トーマツ 
指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員 
指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員  
指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員  
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　当監査法人は、会社法第436条第 2 項第 1 号の規定に基づき、九州電力株式会社の平成21年 4 月 1 日か
ら平成22年 3 月31日までの第86期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。この計算書類及びその附属明細
書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する
意見を表明することにある。 
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証
を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方
法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を
検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判
断している。 
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての
重要な点において適正に表示しているものと認める。 
 
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
 

以　上　 

会計監査人の監査報告書謄本 

独立監査人の監査報告書 

九州電力株式会社 
　取 締 役 会 　 御 中  

平成22年 5 月14日 

公認会計士　伯 川 志 郎  

公認会計士　内 藤 真 一  

公認会計士　野 澤 　 啓  

◯印 

◯印 

◯印 

有限責任監査法人　トーマツ 
指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員  
指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員  
指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員  
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　当監査役会は、平成21年 4 月 1 日から平成22年 3 月31日までの第86期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査
役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 
 
 1 　監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 
　監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取
締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門
その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議
に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書
類等を閲覧し、本店及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、取締役の職務の執行が
法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会
社法施行規則第100条第 1 項及び第 3 項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備さ
れている体制（内部統制システム）の状況を監視及び検証いたしました。なお、財務報告に係る内部統制については、
取締役等及び有限責任監査法人トーマツから当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子
会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検
討いたしました。 
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計
監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の
遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質
管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めま
した。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び
連結注記表）について検討いたしました。 
　　 
 2 　監査の結果 
!　事業報告等の監査結果 
一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。 
二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。 
三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する
取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。 

@　計算書類及びその附属明細書の監査結果 
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

#　連結計算書類の監査結果 
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

平成22年 5 月18日 
九州電力株式会社　監査役会 

常任監査役（常勤）　一ノ瀬　秋　久　◯印 
常任監査役（常勤）　外　村　健　二　◯印 
監　査　役（常勤）　善　福　　　勉　◯印 
監　査　役　　　　高　石　恭　輔　◯印 
監　査　役　　　　村　山　紘　一　◯印 
監　査　役　　　　稗　田　慶　子　◯印 

（注） 監査役高石恭輔、監査役村山紘一及び監査役稗田慶子は、会社法第 2 条第16号及び第335条第 3 項に定める社外監
査役であります。 

以　上　 

監査役会の監査報告書謄本 

監 査 報 告 書  
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